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巻末－1 行田市地域公共交通会議 

●行田市地域公共交通会議設置要綱 

平成 22 年７月 21 日告示第 177 号 

改正 

平成 24 年３月 30 日告示第 82 号 

平成 27 年 11 月 19 日告示第 321 号 

令和３年３月 31 日告示第 102 号 

令和３年 12 月１日告示第 411 号 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第９条第４項の規定に基づき、地域における需要に応じた

住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サー

ビスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年

法律第 59 号）第６条第１項の規定に基づき、同法第５条に規定する地域公共交通計画の策定及び実施

に関し必要な事項を協議するため、行田市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項 

(２) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

(３) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

(４) 地域公共交通計画の策定及び実施並びに実施に係る連絡調整に関する事項 

（交通会議の構成員） 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。 

(１) 行田市長又はその指名する者 

(２) 一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者 

(３) 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者が指名する者 

(４) 一般社団法人埼玉県バス協会の代表者又はその指名する者 

(５) 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会の代表者又はその指名する者 

(６) 住民又は利用者の代表 

(７) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者 

(８) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又はその指名する者 

(９) 行田警察署長又はその指名する者 

(10) 埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者 

(11) 道路管理者 

(12) 鉄道事業者が指名する者 

(13) その他交通会議が必要と認める者 
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（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員及び職務） 

第５条 交通会議に次の役員を置く。 

(１) 会長 １人 

(２) 副会長 １人 

(３) 監事 ２人 

２ 会長は、第３条第１号に掲げる者をもって充てる。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長及び監事は、会長が委員の中からこれを指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 監事は、交通会議の会計を監査する。 

７ 会長、副会長及び監査は、相互にその職を兼ねることができない。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 委員は、会議への出席及び議決権の行使を、代理人に委任することができる。 

４ 会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると

認められる協議については、非公開とすることができる。 

６ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 交通会議は、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に

努めるものとする。 

（経費の負担） 

第９条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。 

（財務に関する事項） 

第 10 条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（交通会議が解散した場合の措置） 

第 11 条 交通会議が解散した場合は、交通会議の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決

算する。この場合において、債務を弁済してなお残余財産のあるときは、これを行田市に帰属させる。 

（事務局） 

第 12 条 交通会議の庶務は、市民生活部交通対策課において処理する。 

  



84 

 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（行田市市内循環バス新運行路線等原案策定検討委員会設置要綱の廃止） 

２ 行田市市内循環バス新運行路線等原案策定検討委員会設置要綱（平成 20 年告示第 128 号）は、廃

止する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日告示第 82 号） 

この告示は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年 11 月 19 日告示第 321 号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月 31 日告示第 102 号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年 12 月１日告示第 411 号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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●行田市地域公共交通会議 委員名簿 

区分 所属・団体名 氏名（※） 備考 

第 1 号委員 

行田市副市長 
◎ 横田  英利 令和5年8月22日から 

◎ 石川  隆美 令和5年11月24日まで 

行田市市民生活部長 ◎ 鴨田  和彦 
令和5年4月1日から 

令和5年6月30日まで 

第 2 号委員 朝日自動車株式会社 田沼  健一  

〃 株式会社協同バス 鈴木  貴大  

〃 国際十王交通株式会社 
梁瀬  髙志 令和5年8月22日から 

山岸   晃 令和5年3月31日まで 

第 3 号委員 株式会社大堰観光バス 長島   豊  

〃 昭和タクシー株式会社 
明野  真久 令和5年8月22日から 

栗原  喜好 令和5年3月31日まで 

第 4 号委員 一般社団法人埼玉県バス協会 関根   肇  

第 5 号委員 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 藤田   貢  

第 6 号委員 行田市自治会連合会 髙鳥  和子  

〃 浮城シニアクラブ連合会 小暮  福三  

〃 行田地区障害者福祉団体連絡協議会 関口  正彦  

第 7 号委員 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局 
坂井  貴夫 令和5年8月22日から 

細野  桂一 令和5年3月31日まで 

第 8 号委員 朝日自動車労働組合 飯塚  光弘  

第 9 号委員 行田警察署 中山  昌典  

第 10 号委員 埼玉県企画財政部交通政策課 
村上  晶彦 令和5年8月22日から 

山崎   佑 令和5年3月31日まで 

第 11 号委員 埼玉県行田県土整備事務所 
鏑木  幹矢 令和5年8月22日から 

中島  紀行 令和5年3月31日まで 

〃 行田市建設部長 
青山  義徳 令和5年4月1日から 

長谷見  悟 令和5年3月31日まで 

第 12 号委員 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 
近藤  隆俊 令和5年8月22日から 

坂口  真一 令和5年3月31日まで 

〃 秩父鉄道株式会社 
荒舩  慎一 令和5年8月22日から 

関口  恒男 令和5年8月21日まで 

第 13 号委員 ものつくり大学 田尻   要  

第 13 号委員 行田市総合政策部長 
岡登  圭太 令和5年8月22日から 

○ 渡邉  直毅 令和5年3月31日まで 

〃 行田市市民生活部長 
○ 森原  秀敏 令和5年8月22日から 

吉田  悦生 令和5年3月31日まで 

〃 行田市環境経済部長 江森  裕一  

〃 行田市健康福祉部長 
上村  浩代 令和5年8月22日から 

松浦由加子 令和5年3月31日まで 

〃 行田市都市整備部長 
高橋  栄一 令和5年8月22日から 

青山  義徳 令和5年3月31日まで 

※◎は会長、○は副会長  
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●行田市地域公共交通会議での検討経緯 

回 開催日 議題 

令和 4 年度 第 1 回 令和 4 年 5 月 26 日（木） ・ 行田市地域公共交通計画の策定及び同

計画策定業務委託のプロポーザルについて 

第 2 回 令和 5 年 1 月 11 日（水） ・ 行田市公共交通に関するアンケート調査

結果について 

・ 地域公共交通に関する意見交換会の開

催について 

第 3 回 〃 3 月 20 日（月） ・ 行田市公共交通に関するアンケート調査結

果の詳細について 

・ 地域公共交通に関する意見交換会の開催

結果について 

・ 行田市地域公共交通計画の策定に係る

課題の整理について 

令和 5 年度 第 2 回 〃 8 月 22 日（火） ・ 行田市地域公共交通計画の骨子（案）

について 

第 3 回 〃 9 月 28 日（木） ・ 行田市地域公共交通計画骨子（修正

案）について 

・ 行田市地域公共交通計画（案）（第

１章～第３章）について 

第 4 回 〃 10 月 26 日（木） ・ 行田市地域公共交通計画（修正案）

（第１章～第３章）について 

・ 行田市地域公共交通計画（案）（第

４章～第６章）について 

第 5 回 〃 11 月 8 日（水） ・ 行田市地域公共交通計画（素案）につ

いて 

第 6 回 令和 6 年 2 月 2 日（金） ・ 行田市地域公共交通計画（案）につい

て 
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巻末－2 公共交通に関する市民アンケート実施概要 

●実施期間 

令和 4 年 10 月 28 日（発送）～11 月 7 日（ポスト投函締切） 

 

●対象者と調査方法 

令和 4 年 9 月時点において行田市在住の 16 歳以上の市民 2,000 人 

  ※対象者は無作為抽出により選定し、郵送により調査票を発送、回収。 

  ※SNS や市内で開催されたイベントで WEB 回答への協力を案内し、その回答者を含む。 

 

●回収票数 

856 票 

  ※うち無作為抽出者が 808 票（回収率 40.4％）、WEB 回答が 48 票 
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●調査票 
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巻末－3 デマンドタクシー登録者アンケート実施概要 

●実施期間 

令和 4 年 10 月 28 日（発送）～11 月 7 日（ポスト投函締切） 

 

●対象者と調査方法 

令和 4 年 9 月時点において行田市在住のデマンドタクシー利用登録者 800 人 

  ※対象者は利用登録者の中から無作為抽出により選定し、郵送により調査票を発送、回収。 

 

●回収票数 

521 票（回収率 65.1％） 
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●調査票 
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巻末－4 路線バス利用者アンケート実施概要 

●実施日 

令和 4 年 11 月 8 日（火）（平日 1 日で実施） 

  ※7:00～19:00 の概ね 12 時間 

 

●対象者と調査方法 

調査員の声かけにより、これから路線バスを利用する乗客（行田市民以外も対象とし、年齢は目視により高

校生以上）であることを確認したうえで、調査票を配布。回答者および調査員のヒアリングによる記入、もしくは調

査票内に記載の QR コードの読み取りによる WEB 回答で回答を得た。 

 

●回収票数 

202 票 

 

●調査地点バス停 

①吹上駅 ②長野一丁目 ③忍城 ④南河原支所 ⑤産業道路 ⑥行田市駅 
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●調査票 
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巻末－5 市内循環バス利用者アンケート実施概要 

●実施日 

【休日調査】令和 4 年 11 月 5 日（土）／【平日調査】11 月 8 日（火）（2 日間実施） 

  ※両日とも 7:00～19:00 の概ね 12 時間 

 

●対象者と調査方法 

調査員の声かけにより、これから市内循環バスを利用する乗客（行田市民以外も対象とし、年齢は目視によ

り高校生以上）であることを確認したうえで、調査票を配布。回答者および調査員のヒアリングによる記入、もしく

は調査票内に記載の QR コードの読み取りによる WEB 回答で回答を得た。 

 

●回収票数 

【休日調査】89 票／【平日調査】117 票 

 

●調査地点バス停 

①JR 行田駅前 ②行田市駅前 ③忍城バスターミナル ④行田病院前 ⑤総合福祉会館 
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●調査票 
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巻末－6 地域公共交通に関する意見交換会概要 

●目的 

地域の生活スタイルや移動ニーズに合った公共交通のあり方を検討するために、市民の方々の意見やアイデア

を把握し、計画への反映を検討することを目的に実施した。 

 

●対象 

市内在住・在勤・在学の 16 歳以上の方 

 

●参加募集 

市広報やＳＮＳなどを用いて、

参加者を公募するほか、地区状

況（特に高齢者）をよく知る民

生委員にも参加依頼した。 

 

 

 

●開催日時と会場 

日時：令和５年２月４日（土）13：30～16：30 

場所：産業文化会館 ２階 第２会議室 

 

●全体プログラム 

１．開会 

２．開催趣旨     ・ 目的と本日の進め方 

【Phase１】 『現状を知る』 ＜全体＞ 

３．行田市の公共交通の概要について   ・ 行田市の公共交通の現状、 

      ・ 市民アンケート調査等の結果 

【Phase２】 『課題を考える』 ＜グループワーク＞ 

４．意見交換①     ・ 意見交換の進め方 

      ・ グループに分かれて課題の共有 

【Phase３】 『解決方法を考え、将来につなげる』 ＜グループワーク＞ 

４．意見交換②     ・ 課題解決、将来の公共交通のあり方に関する意見交換 

５．グループごとの発表 

６．閉会 

 

●参加状況 

総参加者 
内訳 

年齢 地域 所属 

12名 

（3グループ） 

10代：3名 30代：1名 

40代：1名 60代：2名 

70代：5名 

北部：6名 中央：3名 

西：2名  東：1名 

公募：7名 

民生委員：5名 

  

市報ぎょうだ 2023.1 
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■当日のグループワークの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｃ 
 

Ａ Ｂ 
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巻末－7 市民説明会実施概要 

●目的 

行田市立地適正化計画（案）及び行田市地域公共交通計画（案）について、市民の皆様に両計画の

理解を深めていただくとともに、ご意見を伺うことを目的として市民説明会を開催した。 

 

●対象 

市内在住・在勤の方 

 

●参加募集 

市広報などを用いて、開催を周知した。（立地適正化計画と同時開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開催方法・資料 

右記の素案及び計画概要を記載した抜

粋資料等を活用しながら対面形式での説明

会を実施した。 

 

●開催日時と会場 

日時：令和５年 11 月 19 日（日）10：00～12：00 

会場：行田市中央公民館 第１学習室 

 

●参加者 

23 人 

 

●開催の様子 

 

 

 

 

 

  

資料１：立地適正化計画と地域公共交通計画について 

資料２：行田市立地適正化計画（案）の主な内容 

資料３：行田市立地適正化計画（案） 

資料４：行田市地域公共交通計画（案）の主な内容 

資料５：行田市地域公共交通計画（案） 

市報ぎょうだ 2023.11 
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巻末－8 パブリックコメント実施概要 

●目的 

行田市市民意見募集手続要綱に基づき、計画（案）について、市民等からの意見を募集した。 

 

●実施案内 

市広報などを用いて、実施を周知した。 

 

●意見募集・閲覧期間 

期間：令和５年 11 月 20 日（月）～12 月 18 日（月） 

 

●閲覧場所 

交通対策課、市政情報コーナー、南河原支所、市 HP 

 

●提出方法 

持参、郵送、FAX、E メール、行田市電子申請・届出サービス 

 

●意見提出の状況 

６人 

 

 

  

市報ぎょうだ 2023.11 
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巻末－9 用語集 

新たなモビリティサービス 

新型輸送サービス（シェアサイクル、カーシェア、AI オンデマンド交通、超小型モビリティ、グ

リーンスローモビリティ、自動運転による交通サービス等）や MaaS の導入など、新たな交

通サービスの取組のこと。国では、「新モビリティサービス推進事業」として、これらの取組に

対する支援を行っている。 

AI オンデマンド交通 

オンデマンドとは「要求に応じて」という意味で、乗客から事前に連絡（予約）を受けて、

AI（人工知能）を活用し 、効率的な乗り合わせと走行ルートを判断し、ドア・ツー・ドア

で運行するなど、乗客の要求に 応じて 運行する運行形態 をいう。 

カーシェアリング 
シェアリングの登録をした会員の間で、特定の自動車の貸し借りをすること。レンタカーと比

較して、短時間、短距離でも低コストで利用できる。 

改善基準告示 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（厚生労働大臣告示）のことを言

い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国

民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自

動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休

息期間について基準等が設けられている。 

キャッシュレス決済 
現金を使用せずに、IC カードやスマートフォンのアプリケーションなどで決済を行うこと。鉄

道やバスなどの利用時に、現金で切符を購入せずに決済を行うことができる。 

グリーンスローモビリティ 

時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、そ

の車両も含めた総称のこと。導入により、地域が抱える様々な交通の課題の解決や低炭

素型交通の確立が期待される。 

公共交通徒歩圏 鉄道駅やバス停等の公共交通が利用できる場所から徒歩で移動することができる範囲の

こと。「都市構造の評価に関するハンドブック」（国土交通省都市局都市計画課、平成

26 年 8 月）では、一般的な徒歩圏を半径 800m（高齢者の場合は 500m）、バス

停は 300m としている。 

交通結節点 
複数又は異なる交通手段相互の乗り換え、乗り継ぎを行うことができる鉄道駅やバスター

ミナルなどの施設のこと。 

交通手段分担率 
ある交通手段のトリップ数の全交通手段のトリップ数に占める割合のこと。なお、分担率の

増加と交通量の増加は必ずしも同義ではない。 

交通モード 交通手段のこと。 

コンパクト・プラス・ネット

ワーク 
生活に必要な機能や居住を拠点に集約させ、拠点間を公共交通で結ぶ考え方。 

サイクル・アンド・バスラ

イド 
自転車でバス停等まで来てバスに乗り換える手法。 

サブスクリプション 

一定の利用期間について定額料金が生じる取引・契約形態のこと。新聞の定期購読と

いった従来からあるサービスから、動画配信サービスなど、インターネットの発達により始まっ

た比較的新しいサービスまで様々ある。 

GX（Green 

Transformation） 

化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現

に向けた活動のこと。 
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シェアサイクル 

都市内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用できる利便性の高い交通システ

ムのこと。公共交通の機能を補完し、観光振興や地域の活性化等に資するなど、公共的

な交通として重要な役割を担っている。 

市街化区域 
既に市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域。 

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。 

自動運転技術 

バスや乗用車などを人間が運転操作を行わなくとも自動で走行できる技術のこと。完全な

自動運転バスは、カメラやレーダー、超音波センサー、 GPS 等で周囲の環境を認識し、

行き先を指定するだけで自律的に走行する。自動化のレベルとして、ドライバーが常にすべ

ての主制御系統（加速、操舵、制動）の操作を行う「レベル０」から、完全な自動運転

となる「レベル５」まで定義されている。 

DX（Digital 

Transformation） 

デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通

して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念のこと。 

集中交通量 対象地域へ集中するトリップを合計した値。 

ドア・ツー・ドア ドア（自宅）からドア（目的地）へと直接にアクセスできること。 

トリップ 
人がある目的をもって、ある地点からある地点へと移動する単位のこと。１回の移動でいく

つかの交通手段を乗り換えても１トリップと数える。 

パークアンドライド 
都心部等での道路交通混雑を避けるために、都市の郊外部において自動車を駐車し、

鉄道・バス等の公共交通機関へ乗り換える手法。 

パーソントリップ調査 

「どのような人が」「どのような目的で」「どこからどこへ」「どのような交通手段で」移動したかな

どを調べるもので、鉄道や自動車、徒歩といった各交通手段の利用割合や交通量などを

求めることができる。 

バスロケーションシステ

ム 

GPS 等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンに情報

提供するシステムのこと。これにより、渋滞や雨などの理由によりバスが遅れているときのバス

待ちのイライラ等を解消できる。 

発生交通量 対象地域から発生するトリップを合計した値。 

MaaS 

（マース Mobility as 

a Service） 

目的と一体的にマイカー以外の様々な種類の交通サービスをデジタル技術で円滑につな

げることで、 1 つのサービス（ as a Service）として統合する新たな「移動」の概念 。 

モーダルシフト 
自家用車利用からより環境負荷の低い公共交通や自転車，徒歩などの自動車以外の

利用への転換を図ること。 

モビリティ・マネジメント 

「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適

度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組のことで、自発的に

変化することを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策のこと。 

ユニバーサルデザイン 
あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインする考え方のこと。 

レンタサイクル 

定期利用や、当日利用ができる貸し自転車のこと。１台の自転車を複数の人が使うことによ

り、自転車の有効利用が図れるとともに、駅周辺における放置自転車の抑制、地域振興、

環境改善などを主な目的として実施されている。シェアサイクルとの違いは返却場所で、シェア

サイクルは複数あるサイクルポートへ、レンタサイクルは自転車を借りた場所へ返却する。 
 


